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企画建設常任委員会 摘 録 

 

１．開 催 日  令和２年11月18日（水）     第２委員会室 

２．出席委員   林高正委員長 桂藤和夫副委員長 門脇俊照 横路政之 堀井秀昭 政野太 岩山泰憲 

３．欠席委員   なし 

４．事務局職員  俵啓介議会事務局議事調査係長 

５．説 明 員  花田譲二企画振興部長 東健治企画課長 足羽幸宏商工観光課長  

掛札靖彦林業振興課長 黒木和彦農業振興課長 田部伸宏企画課企画調整係長  

安藤秀明商工観光課商工振興係長 

６．委員外議員  なし 

７．傍 聴 者  ２名（うち議員 福山権二） 

８．会議に付した事件 

   １ 農業振興（有害鳥獣対策）について 

   ２ 市街地活性化（公共性のある商業拠点施設とまちづくり）について 

   ３ 市内の大型宿泊施設の運営について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前11時16分   開  会    

 

○林高正委員長   ただいまから企画建設常任委員会を開会いたします。傍聴、録音、録画を許可いたし

ます。急遽お集まりをいただくようにしたわけですけれど、その理由というのは、どこの課からも何

の説明もいただけないので、集まってもらって、今までどういう経過になっているのかを聞かせてい

ただこうということで、開催させていただきました。 

きょうは協議事項３点ございまして、１点目が農業振興有害鳥獣対策、２点目が市街地活性化、公

共性のある商業拠点施設とまちづくりについて、３点目が市内の大型宿泊施設の運営についてという

ことで、長時間になるかと思いますけれど、協議していきたいと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１ 農業振興（有害鳥獣対策）について 

 

○林高正委員長   まず、１点目の農業振興有害鳥獣対策について担当課より説明を受けたいと思います。 

○黒木和彦農業振興課長   農業振興についてということでありますので、先に説明したいと思います。

農業振興課としましては、有害鳥獣被害の防止対策ということで、農業振興計画の中へも作物生産の

中で、そういった部分も対策を強化していくという思いを持って進めております。ただ、実際の鳥獣

害対策という部分は、庄原市で言いますと林業振興課ということになっておりますので、林業振興課

と連携しながら、どちらかというと事業は全て林業振興で持っておられるという中で、実施について

は担当課でやっていただいているという形になっております。農業振興課としましては、当然、いろ

んな状況把握も含めて被害があるのは事実でございまして、そういったところの被害額であるとか内

容について把握をしながら、対策の担当課と連携して進めていくという形でかかわっております。具

体的な内容につきましては、林業振興課からお願いしたいと思います。 
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○掛札靖彦林業振興課長   本市の有害鳥獣対策ということで、範囲が非常に広うございますけれども、

かいつまんだ形で御説明をさせていただきたいと思います。まず、庄原市におきましては、庄原市鳥

獣被害防止計画というものを策定しております。この今ある計画については、平成30年度から令和２

年度までの３カ年の計画となっておりまして、この計画に基づいて有害鳥獣対策ということで進めて

いるところでございます。本市の有害鳥獣対策の柱といたしましては、まず、防除対策、それと捕獲

対策の２点について取り組んでいるところです。まず、防除対策につきましては、国県の補助金も活

用しながら、市単独の補助金制度も設けて、防除にかかわる電柵でありますとか、ワイヤーメッシュ

の設置等について、補助事業としてそういった設置の促進に努めているところです。また、単に設置

しただけでは防除ということになりませんので、効果的な防除のやり方、それから設置後の管理等に

つきまして、機会を持って、啓発活動等にも努めているところです。市内がかなり広域でございます

ので、本庁と支所と連携しながら対応しておりますけれども、なかなか効果的な対策は、いつも考え

てはいるのですけれども、有害鳥獣による被害が完全になくなるというのはなかなか難しいところで

す。こうした取り組みによりまして、平成22年には２億円以上の被害額が発生しておりましたけれど

も、近年は、大体2,000万円から1,000万円台まで、被害額は減少しております。ただし、この被害

額は農作物の被害でございまして、畦畔の掘り起こしや道路のり面などの掘り起こし等に係る被害額

は集計されていないところでございます。それからもう一つ、捕獲対策といたしましては、猟期が11

月15日から２月末までですけれども、それ以外の期間につきましては、有害鳥獣の被害があったとい

うことで、主には猪となりますけれども、捕獲許可を出すことによって、もちろん免許所有者に限定

されますが、捕獲の許可を行い、有害捕獲も実施しております。それと並行して、狩猟免許を持って

おられる猟友会のメンバーの中から捕獲隊というものを組織していただいて、捕獲依頼に基づいて猪

の捕獲等も実施しております。猟期につきましては、有害鳥獣捕獲とはまた考え方が異なりますので、

そこは割愛させていただきます。ここ数年、暖冬が続いておりまして、猪の個体数がどうもふえてい

るようです。ことしも捕獲数がかなり増加している状況でございまして、先ほど言いました防除に係

るワイヤーメッシュ、それから電柵等の補助金の申請も増加傾向となっております。こういった捕獲

と防除に係る事業として、大体毎年4,000万円を超える予算をかけて対策をしているところです。ま

た、現在はやっておりませんが、一昨年度まで地域おこし協力隊員を１人採用いたしまして、啓発活

動を中心に庄原市内各地域を回って冒頭申しました効果的な防除方法や設置後のワイヤーメッシュ等

の管理について啓発活動も行ってきたところです。現在、そういった啓発については、細かいところ

まで手が届くような状況にはなかなかなりきれていないところもあるのですが、そこら辺についても、

やはり住民の皆さんの意識の高揚とかそういうところも含めて、今後とも課題として続けていく必要

があろうかと思います。以上です。 

○林高正委員長   今回、有害鳥獣対策についてということで、我々、管内視察にこの前行かせていただ

きました。取ればいいものではないということがわかってきまして、かなりの数を取られる人にお話

を伺ったわけですけど、獲っても獲っても猪は減らない。問題は、今は中山間等で皆さんで一緒に農

業をやってらっしゃるのですけれど、迷惑がかかるから、うちはそういうところには入れないから抜

けさせてくれと言う人が出てきている。それで今回も農業振興課の方にも来ていただいて、そのあた

りがどうなっているのかということをお聞きしたかったのです。そのあたり、黒木課長どうですか。 

○黒木和彦農業振興課長   もちろん庄原市の中にも、つくりにくいとか、あるいは被害があるところと
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いうのは、毎年、特に今回、中山間５期目に入りましたから、そのタイミングで落ちていくという、

細かい理由一つずつは把握しておりませんけれど、あると思います。ただ逆に、中山間の事業をする

中で、例えば山側の農地についてはある程度整備して、バッファゾーンをつくって、なるべくそうい

った被害が農地まで来ないと。なかなかそういう実態としてはうまくいかないのかもしれないですけ

れど、事業としての考え方の中にはあります。いろんな理由があって、ただ単にもう歳を取ったから

つくれないよとか、地域の中で守っていこうというところもあれば、なかなかそれも難しいという事

情が地域ごとに違うものですから、実態として減っているのは確かです。事業としては、できるだけ

継続してということは当然基本的にありますから、鳥獣被害対策、当然、先ほど林業振興課長が言っ

た対策も含めて、作付作物の関係、そういうところも中山間の事業の中で指導していければ。ただ、

実態としては、なかなか難しいところがあると思っております。なので、どういったところで手がか

からずに効果的な方法があるかということは、今後も研究していかないといけないと考えております。 

○林高正委員長   私も実際知らなかったのだけれど、今回、公園の中と実留町の田所谷というところへ

行ったのですけれど、その田所谷というところは隣接地が春田町なのです。トライアングルみたいに

なっていて、そこを猪が行ったり来たりしているらしいです。だから、そこだけで物事が済まなくな

ってきている。広域で対策を打たなければいけない。それには酪農家の方もいらっしゃるし、だから、

どういうことでやればいいのか、私たちも意見を求められて、実は何の回答できなかったのですけれ

ど、そういう実態があるのはもう理解されているのですよね。黒木課長。 

○黒木和彦農業振興課長   もちろん猪もそうですけれど、広範囲に動いているということはもちろんわ

かっておりますし、林業振興でもそういった状況の中で、特に事業していないところの把握はなかな

か難しいのですが、中山間であるとか多面的な事業をされているところについては、地域事情はそれ

ぞれ毎年、農地の移動とか、それから事業の執行の中で上がってきますので、いろいろさまざまです、

実態は。今のように広域にこちらでやればあちらに出るとか、あちらでやればこちらに出るとか。昔

から一般的に聞かせていただいているので、全体がうまくかみ合わないと防除も難しいということは、

意識として持っております。 

○岩山泰憲委員   先ほどありましたようにバッファゾーンをするということは大変効果があると思いま

す。バッファゾーンを期待される地域においてはなるべく推進してあげるように指導してあげたらい

いと思います。今言われておりますように、猪がいろんなところにあっち行ったりこっち行ったりす

るわけですから、捕獲の檻をその地域がなるべくしたい場合には、いろいろ資格的なものを取ったと

して、貸与または補助とかどういう制度があるのですか、あれは。 

○掛札靖彦林業振興課長   バッファゾーンにつきましては、広島の森づくり事業のメニューとして取り

組まれている実態がございます。ただ、なかなか行き渡らない部分はあろうかと思います。それと捕

獲わなにつきましては、まず一つには、市の単独事業といたしまして、捕獲柵の購入資金について、

購入額の２分の１、上限８万円を設けて、購入に対しての補助を実施しております。補助金です。そ

れともう一つは、国の総合対策交付金を活用いたしまして、捕獲わなを購入し、それを捕獲班へ貸与

して捕獲に従事していただいております。これらを通じて捕獲も進めているところです。先ほど説明

で１個漏れがあったので、よろしいですか。捕獲対策として、平成29年度に有害鳥獣処理施設を建設

いたしまして、現在、捕獲された猪の処理と食肉が可能な猪肉の販売についても取り組みをしている

ところでございます。以上です。 
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○岩山泰憲委員   国のワイヤーメッシュ等を地元へ貸与してくれるのがありますよね。あの要望は電気

牧柵もくれるようになっていますよね。 

○掛札靖彦林業振興課長   今おっしゃった件につきましては毎年、そういう国の交付に対する事業の需

要調査を行っておりますが、やはり、電気牧柵については広範囲に地域で取り組むという事業内容で

ございますので、どうしても延長距離が長くなるということがございます。議会の御質問もいただい

ておりますけど、やはり電気牧柵よりは、より管理がしやすくて効果が期待できるワイヤーメッシュ

というところが主でございまして、今のところ、電気牧柵による広域集団的な防除の申し込みは受け

ていないところでございます。 

○岩山泰憲委員   それは課長さんの判断ですが、やはり国がそういうふうに電気牧柵等も支給してやろ

うという制度です。ですから、ところによったら電気牧柵を先般、委員長からもありましたように、

現地視察行ったところなんかは、三重に線を巻けば来ないですよ。私が見て。今、二重にして入った

り出たりされているところがあるのですが、三重にして強いのを流したら来ないと思う。そういうよ

うな地域によっては、全部メッシュで囲うといっても囲えないところもある。そういうような山の中

の小さな棚田については、飛んででも全体でしているのだということで、区分しているというだけで、

設置できると思う。だから、先ほど委員長からもありましたように、せっかく地元へ出て行って、私

たちも委員長の案で行ったわけなのですが、やはり効果があるように地元の人にも言ってあげたいし、

行政としても、そういう実態を見たときにどうもここはいけないですね、植えられませんねとは言っ

て帰れない。頑張ってやろうと思われているわけです。あまりひどいようならやめようかという最悪

の判断になるのでしょうけれど。そういうような地域も国は助けるようにしているのですから、私た

ちのは遅くてもいいので、早いうちに電気牧柵でないといけないところ、柵と言われますが、柵が楽

なところもあるのです。柵で囲ったら50町60町分済むよと言って私たちの地域も囲ってますが、そ

うではなくて飛んだところを助けるためには、柵よりか電気牧柵で土地をしっかり囲ってあげれば存

続できます。そういう実態がある。ですから、いかにこの話をいろいろされても、そういう地域があ

るという実態があるのですから、知らないということにならない。助けてあげないと。 

〇掛札靖彦林業振興課長   今おっしゃることについては、当然こちらとしても、状況の把握には努めて

いく必要がございますし、またいろいろと農地の状況や形状等によって、電気牧柵でないとなかなか

効率的な防除ができない場合もあるでしょうし、逆にワイヤーメッシュのほうが効果的というような

ところもあるかと思います。広域的に電柵をするいうことについても、市の単独補助金で共同申請を

した場合には、１件当たり６万円の上限額を申請件数で掛け算をしてふやすようなやり方もしており

まして、そういった取り組みもありますので、状況に応じて、市としても対応していきたいと思って

おります。必ずしも国の制度にのっとるということでないのかなと思います。 

○岩山泰憲委員   そこが農業を振興していく上においては、やはりその地域に住んでいる人の意見を尊

重して、市役所の職員が行って管理するわけではないし、見ているわけではないのです。ですから皆

さん、基本的に考え方を変えなければいけませんよ。地元の皆さんがメッシュか電柵か、どちらを望

んでいるか。望んでいるのなら、市の補助金がありますという話をいつもされますが、そんなことは、

みんなも知っているのです、農家は。だから国がやろうとされているのなら、してもらえばいいので

す。国がそういうふうにしようという御時世ですから。ですから、早く窓口を開いて、後からでもい

いですから、広報もあるわけですから、電気牧柵で国が言っている要綱で、３戸以上で集落によって
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は囲いたいところがあるのなら申し出てください、ことしは対応できないかもしれないが、来年には

計画に入れますとかいうぐらいにしたほうがいいですよ。何でかといえば、せっかく見に行って、こ

ういう実態ですと言っても同じような回答をしているのなら進みませんよ。もう思い切って。行って

みてください、私たちが行ったところへ。どういうふうにすればいいのか。それを解決しないと、ど

うも一生懸命ここで言って、その場で言ったようだというだけでは、地元に対して申し訳ない。行っ

て、実態を見てあげてください。それで対応するように。よそではどんどんするのに、庄原市は国の

制度、ただでやろうというものを、窓口を開かないのか不思議。もう少し、市の補助があって、市の

金を使わなくても、残りが市の補助というのは個人の負担が要るのです。しなくてもできるようにな

っている。そういう進んだ取り組みはどんどん入れないと地域は活性化しません。みんな困っている

わけですから。その点どうですか。 

○掛札靖彦林業振興課長   繰り返しになりますが、農地の形状や地域性とか、そういったところも踏ま

えて、より効果的な防除方法というものは今後とも考えていく必要がございますし、それに応じて必

要な市の補助なり、そういった国の制度を活用した対応は、今後とも続けてまいりたいと思います。

ただ、否定するつもりはないのですけれども、広島県下においては、国の総合対策補助金で電柵によ

る防除をされた例というのは、今のところないと思っております。 

○岩山泰憲委員   そういうような控え目な職員だからいけないのです。私は比和みたいなところでも、

県内で１番か２番の河川プールとかいう事業があれば、比和にもやってくださいと県の担当に言った。

県は喜んでされた。あんまり控え目にすることはない。庄原市はこれをやったというぐらいで、一歩

前出て、県の担当課に行って話をしてやってください。みんな後ろへたくさんの農家がいるのですよ。

助けるためにもしないといけないでしょう。 

○林高正委員長   では、要望ということで検討ください。横路委員。 

○横路政之委員   鹿の実態はどうされているのですか。安芸高田市へ行ったら、これが来たらもう猪と

ころではないと思うのですよね。 

〇掛札靖彦林業振興課長   鹿につきましてはここ数年、被害もだんだん拡大をしているというのは、状

況として把握しております。特に南部が多いのも聞いております。農地に限らず、だんだん山で食害

等もあるようなことも聞いております。対応策といたしましては、今は電柵を中心とした防護柵の設

置等について、猪と同様に補助金の交付をしておりますが、捕獲についても猪と並行して実施をして

おりまして、だんだん捕獲数もふえているという状況ではございます。やはりどんどんふえていく状

況になると、電柵等も猪とはまた比べ物にならないくらい手間がかかる、高いものを設置しないとい

けないというようなこともございますので、今後そういった被害の拡大にならないような対応策とい

うのは継続的に考えていく必要があると思っております。 

〇横路政之委員   防除は数がふえ過ぎて、鹿の場合は、完全に定着してふえだした。移動せずに。そう

なったときの防除でしょう。それ以前に、今のところ、感じとしては、まだまだ水際部分でこちらに

来ないようになっているところがあるので、専門家でも呼んで、知恵を借りて、そういうところを早

めにやらないと、本格的に来始めたら猪どころではない。課長が言われるように。安芸高田市では、

よく百姓されているというような感じになっている。 

○林高正委員長   農業被害の額が鹿の場合、わかりますか。 

○黒木和彦農業振興課長   被害額を農業振興課として把握しているのは、農業共済の関係の数字は把握
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しているのですけれど、個別に猪とか鹿とかいう部分は、農業振興課では把握してません。 

○横路政之委員   とにかく水際だと思うので、受けてそれを防ぐのではなく、早目に来させないような

プロの知恵を借りて、そういう動きを。まだ間に合うと思うのです。 

○林高正委員長   私の経験というか、少しお話させていただくと、うちのあたりも鹿が相当出ていたの

ですよ。バッファゾーン整備ということで、皆さんと協議した中で、山を10ヘク以上ずっとやってい

る。まだ継続中ですけれど。鹿がいなくなった。よそに行った。それはどこかで悪いことしているの

でしょうけれど。ですから、本当に追い出そうと思ったら、山の整備をするということが１番ではな

いかなと私は思ってます。門脇委員。 

○門脇俊照委員   クマの今回、被害が出たわけなのですけれど、本市の考えとして、このクマは駆除な

のか保護なのか。 

○掛札靖彦林業振興課長   熊につきましては、これは県がまず方針を持っておりまして、それに対して

市は追従するというか、そういう形になってくるのですけれども、基本的には、熊は保護動物という

ことで、簡単には捕獲ができません。有害鳥獣というようなくくりではない。ただ昨今、もちろん議

員さんも御存じのとおり、出没がすごく頻繁になってきて、今回のような人的被害も発生していると

いう状況を鑑みて、捕獲許可申請を出して、捕獲ということも実際やっております。毎年、捕獲数も

だんだんふえてきているということで聞いておりまして、庄原市内でも、はっきりした頭数は、まだ

集計してませんが、かなりの頭数がことしも捕獲されている状況です。 

〇門脇俊照委員   僕も保護だろうと思っていたのです。日野町に行ったときに、２カ所でわなにかかっ

た熊を見たのです。写真を撮りに来なさいと。どうするのですかと言えば、もう殺しますと。県もす

ぐ許可して。２頭ともその場でズドーン。それ以上に、ほとんど防除が庄原市の場合は、打つ手がな

い、恐らく。目撃情報もすごく多い中で。では、何をするのか。この前も田中議員のところへ泊まり

に行ったときは、本当に熊が近くまで来て、柿の木なのか、こんな大きい木を取っていたりしたのを

見たのですけれど、これは本当に１件ですめばいいけれど、これがもし広がるようなら、本当に本腰

入れてもっとどうにかしないと、本当に駆除か保護かはっきり腹決めてやらないと大変なことになる。 

〇掛札靖彦林業振興課長   議員のおっしゃること、ごもっともだと思っております。先ほども言いまし

たように、目撃情報もどんどん寄せられますし、人的被害もあったということで、今後、県に対して

も、保護という考え方はなかなか簡単には覆らないかもしれませんけれども、対応策については、い

ろいろと要望もしながら県と協議を進めまして、今後の対策については考えて進めていきたいと思っ

ております。 

○岩山泰憲委員   熊はいろんな法律がある。その法律は法律として守らなくてはいけない。そうした中

で、どうしたら駆除できるかということ。そこをよく検討して、打開策を思い切って案を早くつくっ

て、今、門脇委員さんが言われた意を尊重して、早く処理してしまうような方向を。法律にも触れな

い、しかし困っている。その打開策はどういうふうにすべきかということを思い切って猟友会の人と

話をして研究したり、または、それをクリアして頑張っているところの前例を聞いてみたりすべきだ

と思います。思い切って検討すべきだと思います。そしてもう一つ、鹿については、駆除したら奨励

金は出ないのですか。 

○掛札靖彦林業振興課長   鹿につきましても、猪と同様に奨励金、それから捕獲隊については、委託料

を支払って捕獲作業をしております。委員長が先ほど鹿の被害額とおっしゃいましたが、有害鳥獣に
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よる被害額については、林業振興課で毎年調査をしております。それで全体として、例えば令和元年

の例で申しますと、全体で2,100万円余りの被害額がありまして、その内猪が大体2,090万円ぐらい

で、その差額が鹿その他の有害鳥獣ということになると思いますが、年によって差はありますけれど、

やはり圧倒的に９割以上が猪の被害ということでございます。主には食害とかそういうことになると

思うのです。 

○政野太委員   このたびこの委員会では観光施設、丘陵公園にも視察に行ってまいりまして、一目見た

限りでは、見たことがないぐらいの被害状況だったわけです。もちろん丘陵公園では市の施策を使っ

て対策も打っているということもあるので聞くのですけれども、市内の観光施設、恐らく休暇村であ

るとか、例えば、高野のキャンプ場といったところも多分被害があるのではないかと思うのですが、

そのあたりは具体的に例えば商工観光課等との連携というのが図られたものはあるのでしょうか。 

○掛札靖彦林業振興課長   今おっしゃいました備北丘陵公園につきましては、公園から捕獲依頼等あり

まして、それに対応する形で捕獲作業も行っております。その他の施設については今のところ、そう

いった被害の報告とか捕獲依頼はございません。やはり捕獲も大事なのですけれども、丘陵公園の場

合は、大体、周囲を全部フェンスか何かで囲っておられると思うのですが、そういったフェンスの管

理も重要でしょうし、広いので、中に入った猪がそこで繁殖等も含めてやっているのかなというとこ

ろもあるのですけれど、そこらは総合的な対策が今後必要になってくるのだろうと思います。 

○政野太委員   最近では日中でもまちなかにも出るというような情報もある中で、観光客が来られると

ころに出没するというのは非常にイメージも悪くなると。もちろん施設が啓発をするべきだと思いま

すけれども、そこらも連携をしっかり図っていくべきではないかと思いますので、ほかにも被害は多

分あると思います。実際、休暇村に行っても、あらゆるところで猪が掘っている跡がありますので、

ただ丘陵公園ほど１面的にというのは、あまり見ることはないということを言っておきます。 

○林高正委員長   今、皆さんからいろんな御意見いただきましたけれど、殺したらいけないとか言われ

たのではなかなか難しいことになるので、これは庄原市だけでは解決できない問題に既になってます。

もうこれは全国の問題になっていますので、地道な要望活動をしていくしか手がないのかなという気

もしましたので、我々の議会のほうとしても、そういう声を今回報告いう形で上げていこうと思いま

すので、執行者の方も県国に対して、有害鳥獣対策について抜本的な解決策を講じるようにというこ

とで強く要望していただきたいというようにまとめさせていただいてよろしいですか。では、本日の

協議事項の１点目、農業振興、有害鳥獣対策について協議を終了します。ありがとうございました。

１時から再開します。 

 

午前11時55分   休  憩    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午後１時00分   再  開    

 

○林高正委員長   定刻となりましたので再開したいと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２ 市街地活性化（公共性のある商業拠点施設とまちづくり）について 
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○林高正委員長   協議事項の２点目。市街地活性化、公共性のある商業拠点施設とまちづくりについて

ということをただいまから協議していきたいと思います。実は、御説明申し上げますと、メインはそ

の当時のお話は、ショッピングセンタージョイフルのことだったのです。昨年の10月16日にジョイ

フルさんと一緒にオガールプロジェクトを視察に行かせていただいて協議してたわけですけれど、そ

の後、本年９月25日、ジョイフルの理事長が宮崎さんから西田さんに変わりまして、方針も大きく変

わりました。その報告を企画課か商工観光課、受けられているかわからないのですが、私も正式に聞

かせてもらったわけではないのですけれど、西田理事長の考え方は、現在あるショッピングセンター

ジョイフルを自分の任期２年間中は改装等は一切行わないと。その間に構想を練って外部の人たちか

らいろんな意見もいただきながら、どういう方向に持ってくるのかというのを２年以内に決定すると

いう方針に変更になりました。ですから、オガールへ行って、まちづくりというようなことでお話を

進めていたのですけれど、こういうコロナというような状況に鑑みて、今はそういった動きもできな

いから、２年間は停止するというところにもっていかれました。相手があることで、我々もそうです

かとしか言いようがないので、今の公共性のある商業拠点施設とまちづくりいうことで、急遽、この

前、トーエイを視察に行かせていただいて意見交換をさせていただいたと。ウイル西城については担

当の方が不在で会えないということなので、ウイル西城には行っておりません。ですから、きょうは

何を議論するのかというような話になってしまうわけですけれど、話題としてというか、共通でお話

ができるといえば、トーエイについてという程度のことしか実はないのですよ。ですから、そういっ

た資料を皆さんが持ち合わせていらっしゃるのなら、お話もできるし、そういうの持ってないと言わ

れたら、全く協議にもならないという実態なのですよ。部長。 

○花田譲二企画振興部長   正直お話いただいてありがとうございます。我々も実は今回のこの出席要請

に関しましては、非常に短期ということもありますし、内容についても実は詳細を我々も把握してお

りませんので、持ち合わせ資料がほとんどないという状況。この後もし御議論いただく中で、現状の

ものでお話しできるものはあるかと思いますが、今後どうするかとか、どういうふうに市が考えてい

るかということは、実際にはまだお話できる状態のものではございません。また、どうしてもお話す

るとなれば、当然内部のオーソライズをした上で、しなければならないということを御了承いただい

た上で、今までの状況でお話しできるもの、そういったもので対応させていただくしかないかなとい

うことで、この場に出席させていただいているのが実態でございます。ですから、議員の皆さんの御

質問に対して、きちんとしたお答えが出せるかどうか疑問ではありますが、そうは言いましても、そ

れぞれいろんな課題があるというのを我々も認識はしておりますので、もしそういうものがあって、

こちらが持っている情報ということで出せるものがあればもちろん出していきたいと思っております。 

○林高正委員長   そういうような状況なのですけれど、各委員の皆さん、どういう進め方をすればよろ

しいでしょうか。私も実は悩んでいるのです。政野委員。 

〇政野太委員   先ほど委員長が言われたジョイフルさんの方向転換なのですが、３月まで市と一緒にな

って会議を重ねられていたと思うのですが、当時は商工林業課の課長が出席して。それは一旦終了し

たということでよろしいのですか。 

○林高正委員長   私も正式に伺っていないけれど、今回、西田理事長の権限というか、自分の考え、や

りたいようにやらせてくれということをのんでもらって理事長に就任したみたい。ですから鮮コーポ

レーションの社員も動員して、再生計画を今、練っているのだろうと思います。ですから、継続して
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いた会議は、商工会議所とかとの会議は、もう全てストップしているという状況だろうと思います。

トップセールスで彼がいろんなところへ出かけていっては、誘致ではないけれど、お話ししたりして、

この前も決まったばかりだと西田さんが言われていたのが、２階の空いたところへ庄原自治振興セン

ターが入って文化教室をすると。３階部分でも、もう一つ会議室か何かを借りて、そこでそういう会

議ができるようにすると決まったと言われていた。ですから動いてる。とにかくもう金がないから金

をかけたくない。２年間でジョイフルが持っている借金も返すという決意だそうです。東課長。 

○東健治企画課長   意見交換的な形で発言させていただければと思いますけれども、ジョイフルさんの

件で申しますと、10月に西田理事長が就任されまして、西田鮮魚の広告の裏面にジョイフルの取り組

みということで掲載されているということで、我々もその内容を把握させていただきながら、いろい

ろみずからといいますか、知恵を出しながら取り組みをされておられる。魅力づくりということにな

ろうかと思いますけれども、２階のスペースに女子高生たちが放課後に集う、あるいは男子学生が食

べ物を持ち寄るというような、いわゆる拠点的な思いで、考えを持っておられるのかなというふうに

思っております。そういった意味で言いますと、自分たちで努力されておられる部分、また、行政と

してもやはり協力をしていかないといけない部分というものは出てくるかと思いますので、具体な形

で企画あるいは商工観光の部署へ話があったということではありませんけれども、どういう形でアク

ションを起こされるのか、あるいは話が来るのかという部分はあろうかと思いますけれども、やはり

市民の方が生活していく上においては、ジョイフルの位置づけといいますか、必要性という部分で言

いますと、近隣の日赤があり、市民会館、自治振興センターも大規模改修をして拠点づくりしていく。

都市再生事業として周辺の整備も行ってきておりますし、また、バスの結束点としての機能も有して

おりますし、今回、経済対策として、ジョイフルのバス待合スペースにデジタルサイネージというこ

とで発着の時刻を知らせるというようなことも取り組みとしてさせていただいておりますので、そう

いった形でいわゆるハード面の部分もありますでしょうし、ソフトの部分もあろうかと思いますけれ

ども、なくてはならない施設であるというふうには市のほうの担当、所管も認識させていただいてお

りますので、今後、都市機能といいますか、まちづくりの上においても連携していかないといけない

部分は、やはり一緒になって考えていく必要もあると考えております。 

○林高正委員長   私が西田さんに行政と連携してやらないのですかという話をしたら、私は行政と組ま

ないと。ただ、それではいい話にならないから、少しこちらから投げかけていってでも、ともにまち

づくりを考えましょうぐらいを言ってみてもらえたらなと。私は一人の友人として話をしているだけ

のことですから。そうでなければ、実はこれに絡んで、グランドホテルの問題が絡んでいる。グラン

ドホテルとジョイフルが話し合いをしながら、ビジネスホテルに業態を変えて、今のものはなくそう

と、どうも考えてらっしゃるらしいのです。そうなってくると本当にまちづくりになってくるから。

きょうは協議ということになるけれど、お願いとして、部長も上へ言って、あそこはそうは言いなが

ら、日赤、市民会館、田文があってジョイフルがあって昼間人口はあそこが集中的に一番多いわけだ

から、これをほっておくというのは行政としていかがなものかなと思いますので、それは内部的にも

検討していただきたいというように思います。 

○花田譲二企画振興部長   先ほど委員長がジョイフルの中の話をされたので、それがひとり歩きをして

いってはいけないのでお話だけさせてください。御存じのとおり、庄原市民会館、自治振興センター

につきましては、来年度、再来年度の２カ年で大規模改修をするということになっております。当然、
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大規模改修をするということになりますので、庄原自治振興センター、ＮＰＯ法人がそこにはいられ

ないということで、実は仮住まいというか、そういうところを今検討しております。当然、ＮＰＯ法

人はホールの活動なので、何百人もするホールというのはなかなかできないということはありますの

で、逆に外に行ったり学校に行ったりというような形の事業を展開されますが、これまでのようなコ

ンサートというのは２カ年はできないだろうと。逆に自治振興センターは当然、生涯学習委託事業で

あったり、自主活動であったりということもありますので、事務所だけではなくて、ある程度活動で

きる場所もということを御希望されてるのは事実です。現在、公共施設の中で、そういった形の活動

が庄原振興区管内でできるところを模索されていて借りているところもありますが、いかんせんある

程度占有して活動できるところを模索されているということで、実は自治定住課を中心にそういった

部分のところを検討している段階でございます。意見の中でジョイフルの空いているところを使えた

らいいなとかという御意見もあるようですので、候補地としては上がっているようでございますが、

決して決定しているものではないということだけは、これが決定しているということが先に独り歩き

すると我々としても、今まだ模索をしたり、どういう形がいいかということを今年度中には決めてい

きたいと思うのですが、その一つの方法で上がっていたということはあるのかもしれませんが、今現

在では少しその部分については、明言は避けていただきたいというか、すみませんが、そこだけ独り

歩きしないようにしていただくとありがたいと思いますので、そういう状況で調整はしております。

しかるべきところで報告をする形にはなろうかと思いますが、今現在は検討を始めたというところで

御理解いただければと思います。 

○林高正委員長   すいません、確定していないことを言いました。では、せっかくトーエイに伺って、

意見交換をさせていただいたので、委員の皆さんからトーエイについての課題等が感じられたことを

発表していただけたらと思うのですが。政野委員。 

○政野太委員   トーエイに限った話ではないのですけれども、ここのタイトルにあるとおり市街地の活

性化、公共性、商業拠点施設と、そういう視点で見たときに、やはり庄原市の中で都市計画区域であ

る東城町、庄原市、それから西城町、ちょうどこの３カ所の中心地に対象の施設があるというふうに

私は認識をしております。確かに民間の企業の事業ということでありますけれども、先ほど課長も言

われたように、市民の生活にはどうしても欠かせない機能の一つであるということから考えても、や

はりその公益性であるとか公共性というものはすごく大きく有していると思いますので、ぜひともま

ちづくりに機能を残していっていただけるような施策を考えていただきたいという、私のこれは要望

になるかもしれません。いずれも施設が、ジョイフルの場合はもう御存じのとおりと思いますが、こ

の前トーエイで聞きますと、ちょうど耐震にはかからない時期に建設されたことからも、そこは緊急

の課題ではないのですが、ただ建築から40年経過をしているということがあって、近い将来、同じよ

うな課題になると思うんですけれども、やはりどうしても民間の力だけで、それを建てかえて残して

いこうということにはなかなかできないのが現状ではないかと思いますので、そこで公益性とか公共

性というものは同時に考えていく必要もあるというようなことを感じました。 

○横路政之委員   建物がすぐジョイフルみたいになるなと思いました。ジョイフルも水回りなどはまる

でだめなので、崩したほうがいいような感じ。あれも40年ぐらいでしょう。トーエイもそれくらいで

しょう。だから恐らく目の前に来ているので、そうなったときに政野委員も言われたように、地元に

本社がある。ザグザグとかフレスタなどは本社は広島とか。ああいうものがなければ、人が集まらな
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いと言われていたし、他社がたくさん来てどうなんですかと聞いたら、やはり人が来るのだそうです。

ザグザグとかフレスタがあるから。だから、そういうことで相乗効果が出ているということはあるの

で、その施設面でやはり地元に本社があるというところで、何か公共性ということを付けておかない

と、もう遅かれ早かれなってくるなと感じました。店舗の中身などは、かなりフレスタの若者向きの

並びのような感じはして、若い社長なので、いい感じの店になっているけれど、そこら辺の施設面が

少し心配になりました。 

○岩山泰憲委員   市街地活性化の関係では、先ほど委員長からもありましたように、ジョイフルの改修

等の検討いうことで、するしないは別にして、そういうことをして、ジョイフル自体もされていたし、

委員会もそういう検討していたのは確かですが、それは私は市街地活性化ということを庄原市が掲げ

てやるには、やはりここにも書いてありますように、公共性がある、地域で果たす役割がある。だか

らそういうふうにいろんなことがあるし、これは国のいろんな補助等の今の方針などの中を見ると、

なぜそういう商業共同施設に対して補助するのかをよく書いています。ですから、それに該当すれば

するのですが、それは行政が内部で持っておればいい話です。それで、今回はジョイフルはすぐには

行政と組んでどうとか、補助してもらいたいとかという期待、大きな施設の話は急がれてないような

話で、それをずっとしないということではないのですが、よく２年間検討しようという話です。そこ

で、私が思うのは、この市街地活性化について、やはりジョイフル、そして今回行った東城のトーエ

イ、それから西城のウイル西城、庄原市内の中ではそうして集積された商業施設は３カ所あります。

年数によっては改修が必要なところもある、いろんなこともあるのですが、やはり公共的に施設が果

たしてきた今までの役割というのは大変大きなものがあります。庄原市の場合、いろいろと施設が急

にやめるとか、そういうようなことが出て、やめるのですかというような感じで話を受けとめられる

ことが多いです。そこで今からその場しのぎの話ではなく、しっかり補助事業をしなさいというわけ

ではないのですが、その施設が取り組んでおられることに寄り添って、こちらが入ったプロジェクト

チームでも組んだようにして、地域の課題が何であるのか、どういうことを願っておられるのか、意

思疎通をしっかりするのが庄原市の必要なことだと思うのです。それぞれの地域で、私はどこも一緒

にしないといけないと思います。西城も東城もジョイフルもしなければならない。ただし、すぐそれ

で何かの事業をしてくださいというわけではないのです。何に困っておられるのか。よく聞いてあげ

て、一緒に考える姿勢が必要だと思うのです。そうしないと、とうとう辞められるのか、後で聞きま

したとなると恥ずかしいことになります。ですから思い切って、その道に長けた人で組んで、理屈ば

かり言って全然出ない人とは組まずに、よくする人が職員の中にいるので、組んできちんとして対応

すべきだと思う。今やられているのを横から温かく見守って、困られているのは何かと聞かないとい

けないですよ。これは今までのジョイフルは、たまたまそういう話があったから、みんなも受けてい

ろいろと研修へ行ったりいろいろしましたが、それはその時の過程です。現在どういうふうにすべき

か。それは理事長の意見を尊重して、尊重しながらもジョイフルの果たす役割は大きなものがありま

す。それでいろいろと公共的なものとかみ合わせたりして、うまくできるものは考えていかないとい

けない。それぐらいの考え方でいかないと、とうとう辞められたというようになったのではだめです

よ。ああいうことは失格ですよ。 

○林高正委員長   今の岩山委員の意見は、いろいろありましたけれど、結局は政野委員も言われたよう

に、公共性・公益性。だから１番最初にオープンしたときは、物販のショッピングセンターだったけ
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れど、今は高齢者の人たちの拠点施設になったり、いろんなものを兼務しているわけで総合センター

みたいになってきているから、そのあたりを行政とそういうショッピングセンターの人たちとで話し

合いをしながら、第２の公共施設的な運営に持っていくのがいいのだろうと。まさにそうだろうなと

思う。ジョイフルは今のバスの発着の拠点になったりしてますから、名越社長も行政と一緒にやりた

いと言ってらっしゃいましたから。そこで彼が言った問題点の一つは、移動販売車。これは福祉の補

助金が入っているけれど、あれが来年で切れるのかな。その後はどうするのかと社長に言ったら、切

るわけにはいかないから、うちが続けないといけないでしょうと言われていた。実際そうなったら持

ち出しになるわけですよ。そこらあたりは少し考えてあげないといけないのではないかなというのは

少し感じました。岩山委員。 

○岩山泰憲委員   委員長が話されたとおりなのですが、私はこうして今からいろいろ大きな課題に取り

組んでいく場合に、取り組み方。もっと福祉関係にしても、それから建設関係、あらゆるメンバーと

組んでしないとできない。対応してあげることが。今言われるように、バスのことも出てきたり、い

ろいろあるので、そういうことを人件費を伴わないような組織をつくればいいのではないですか。そ

ういう組織をつくって、みんなで考えてあげる。どうすればにぎやかになるか。にぎやかにしないと

いけないのです、市役所は。だから、今のここの課だけの話にならないように、総合的な体制を組ん

で進めないと進まないと思います。よくなりません。今までずっと聞いていると、暗い話ばかりで取

り組みが途中ないのです。 

○林高正委員長   その他御意見ございますか。では、２点目の市街地活性化、公共性のある商業拠点施

設とまちづくりについてはこの程度に留めたいと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

３ 市内の大型宿泊施設の運営について 

 

○林高正委員長   続きまして、３点目、市内の大型宿泊施設の運営についてという項に移りたいと思い

ます。これは、かんぽの郷庄原についてのお話でございまして、きょうは企画課と商工観光課にもお

いでいただいております。私たちは、ことしの３月に中間報告を行って以来、何の報告もいただいて

いないので、実際どうなってるのかというところからお話しいただきたい。東課長。 

○東健治企画課長   かんぽの郷庄原ですけれども、６月定例会において補正予算において、かんぽの郷

庄原の運営状況の調査業務ということで、予算を認めていただきまして、調査業務を実施しました。

この内容につきましては、改めまして企画建設常任委員会へはその調査内容、結果を御報告させてい

ただきたいと考えております。この間、調査業務を行ってきてるわけですけれども、調査業務の内容

としては、いわゆる内部環境といいますか、今、サンヒルズさんが運営されてる内部の取り組んでお

られる環境の分析ということで、いわゆる財務的なこと、あるいはお客様収支の部分の分析、また、

外部としては、顧客であるとかサービス提供がどう評価されているかというようなところも分析をし

ていただいております。また、サンヒルズが運営していく上においての現在の組織がどうなっている

かという点も他のそういった宿泊施設運営と比較してどうかといったところも分析をしていただいて

おります。また、この宿泊観光事業の市場の分析というのも、今回、いただいておりますので、いわ

ゆる観光市場の総括的な内容についても業務の中でまとめていただいておりますので、そういった内

容を、市がそのとおりに今後取り組んでいくということではありませんけれども、それはあくまで参
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考にさせていただきながら、統括的に最終的な市の判断ということになってこようかと思いますけれ

ども、企画建設常任委員会へ報告説明もさせていただく機会をまたお願いさせていただきたいと思っ

ております。また、調査業務以外としましては、やはり所有者である日本郵政との協議も続けてきて

おります。内容としましては取得する場合の価格についてということで、現在日本郵政も鑑定評価を

とっておられる最中ということで、11月末から 12月には、その鑑定結果が出ると伺っておりますの

で、その結果を踏まえた形で、また改めて日本郵政との協議というものも必要になってくると考えて

おります。また、現在、日本郵政とサンヒルズとの契約というのが本年度末３月末までの契約となっ

ております。このあたりについても庄原市が取得するのかどうなのかという結論が出ていない中で、

次年度４月以降の運営について、サンヒルズと継続することができないのかというようなところも日

本郵政と話をさせていただいているところです。また、今後に関してですけれども、やはり今回の調

査業務の内容、企画建設常任委員会へお話をさせていただくとともに、御意見等もいただきました各

種市内の公共的団体の方へもそういった説明は必要になってくるのではないかと企画課では考えてお

りますので、今後、そういった状況説明をする機会も持っていきたいと考えております。ただ最後に、

なかなか判断が進まない要因の一つとして、やはりコロナ禍という、非常に当初想定していなかった、

また全世界に広がっている大きなコロナ感染症。この部分が非常に私たちが考える中においても、な

かなか先が見通せないという部分が非常に判断が困難な状況にあるということは、皆さんも御理解い

ただけるのではないかと思っておりますが、施設の必要性という面でおいては、市が取得する、しな

いは判断を下していかないといけないのですけれども、やはり観光拠点、あるいは市内経済、また、

コンベンション機能等と考える上においては、施設としては必要な施設であるというふうには、皆さ

ん共通に思っておられることだと考えております。 

○林高正委員長   商工観光課からコロナ等でＧｏＴｏキャンペーンもやっておりますけれど、営業的に

どうなのかとお聞かせいただきたいのですが、課長。 

○足羽幸宏商工観光課長   詳細な資料をお示しする準備ができておりませんので、口頭の報告になろう

かと思いますが、これまで４月５月、非常事態宣言を受けまして、非常に厳しい状況であると聞いて

おります。５月については、ホテル利用者はゼロということで、休館をされておられましたので、前

年比はゼロというような状況がございます。６月以降、再開をされまして、対前年比が 70％から60％

程度まで回復をしてきていると状況を伺っておりますし、ＧｏＴｏキャンペーンの関係でお客さんに

泊まっていただいているというところで、ある程度の収入の確保というところにはなっている状況で

す。それから積極的に国県市の制度を活用されておられます。こちらは市からの周知もさせていただ

いておりますので、雇用調整助成金、市の雇用維持の助成金でありますとか、そういったところを活

用されておられますので、ある程度の経営状況にプラスに運んでいるというところにはあろうかと考

えております。ただ、これまでコンベンション機能ということで、宴会・会議等を受けられている状

況だったのですけれども、やはりコロナの影響を受けまして、法事等も結構されておられたのですが、

そういったところも皆無というような状況になっているということで、宿泊部門についてはかなりの

戻りがありますが、そういった宴会部門については非常に厳しいということで状況を聞いているとこ

ろでございます。以上です。 

○林高正委員長   今、かんぽの郷庄原がおかれている状況をお聞きしたわけですけれど、このことにつ

いて皆さんから質疑がございましたら、お願いいたします。横路委員。 
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○横路政之委員   今、外部へ調査を出している。いつここに報告になるのか。 

○東健治企画課長   この12月定例会会期中にはお示ししたいというふうには、今、整理をしているとこ

ろですけれども、年内ということで整理を進めております。 

○門脇俊照委員   そういう調査報告が回っているわけなのですけれど、とりあえず特筆すべきようなこ

とが何かありますか。 

○東健治企画課長   詳細については、また改めて説明させていただくときに述べさせていただきたいと

思いますけれども、印象としましては、現在やはり日本郵政所有の建物をサンヒルズが運営している

という中では、日本郵政の縛りというものが非常に運営・営業にも影響していると感じております。

具体な例で言いますと、食事に出すメニューの内容もサンヒルズの思い一つでフェアといったような

ものの開催ができないというところがあります。また、予約のシステムあたりも、ほとんどが電話予

約といった形で、今の時代ですからインターネットの自動予約ということも非常にふえておりますけ

れども、なかなかそういったところも改善できていない。どうしても日本郵政の縛りがあるといった

ところが運営に影響していると感じたところです。 

○横路政之委員   その中では、実態はこうこうだと。もし縛りがとれたら、こういう営業展開も可能に

なるからといった展望も、市場調査の中でコンサルみたいなこともお願いをしているのか。ただ調査

だけで、あとは市が決めてくださいというような報告書なのか、どちらなのでしょう。 

○東健治企画課長   調査分析ということで調査をした結果を踏まえて、こういう改善方法があるのでは

ないか。あるいは、宿泊施設運営等においては、こういったことが常識となりつつある中で、現在の

かんぽの郷庄原はこういう状況にある。この部分の改善が求められるといった内容もございますので、

そのあたりも説明させていただきたいと書いております。 

○政野太委員   日本郵政との協議も継続中であると。その中にもちろんサンヒルズの今の現状での継続

ということも視野に入れる中での交渉中ということの説明があったと思うのですけれども、先ほどの

調査結果を聞いた中で縛りの部分も大きいという中で、最終的にこれを決定するのは、市になってし

まうのではないかと思うのですけれども、実際に今やってらっしゃるサンヒルズさんは、どちらがい

いとかというような意見を述べられているということはないのですか。かんぽのままで継続していく

ほうがいいというか、あるいは雇用を守っていくという意味では市にお任せしますとか。どういう姿

勢でいらっしゃるのか。 

○東健治企画課長   今の御質問ですけれども、サンヒルズさんの御意向という部分に関して、この場で

私が述べることが適切かどうかという部分はありますけれども、今の運営状況を改善していかないと

いけない課題意識というものはサンヒルズさんも持っておられると感じております。 

○林高正委員長   一応、来年３月末でサンヒルズの契約も切れるということ、日本郵政も交渉期限を３

月末で切ってらっしゃる。では、買うか買わないかの最終結論はどこでされる予定なのですか。 

○東健治企画課長   日本郵政さんと協議を進める中において、庄原市がなかなか最終的な結論を出せな

い状況というのは、日本郵政さんもコロナ禍において今後の宿泊事業の運営見通しがなかなか立てれ

ないということは御理解いただいております。最終的にはやはり庄原市が取得するのかしないのか。

その判断を日本郵政は待たれている状況と解しております。日本郵政はいつまで待ってくれるのか。

あるいは、日本郵政とサンヒルズの契約は今、4.25％になっておりますけれども、来年４月以降、何％

で契約ができるのかというところを、日本郵政も内部決定をされている状況はありませんので、その
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あたり引き続き庄原市と日本郵政との間で話も必要になってくるかと思いますし、もちろん、サンヒ

ルズも含めた話にもなってこようかと思っております。日本郵政側も期限は示しておられませんけれ

ども、最終的には施設の整理を全国的にしておられますので、いつかの時点では期限というものを切

られるのではないかなと思っておりますけれども、具体にそろそろ期限を切りたいのだがというよう

な状況には現在のところはありません。 

○横路政之委員   まだ確定もしていないし、どうなるかわからないということですか。 

○東健治企画課長   契約自体は、今年度末３月末までになっておりますけれども、契約を更新しない、

市が取得の要否を判断しないということになると、運営者がいないということになりますので、いわ

ゆる休館・閉館状態になってしまうということになりますので、そこは日本郵政も避けていきたいの

ではないかなと。いわゆる施設をクローズする状況には持って行きたくないという思いは持っておら

れるかと思います。 

○林高正委員長   かなり高度な判断を迫られているようですけれど、東京の人と交渉してるわけで、そ

んなにしょっちゅう会えるわけでもないし、難しさは理解できますが、もうこの話が出てから１年か

ら経過してるわけですから、行政としてもっと速度をもってやらないと、一般市民の方はどうなって

るいるのだろうか、どうなのだろうかとすごく心配されているけですよ。それから今、課長が言われ

たように、万一クローズを一定期間するようになってしまえば、もうこれ忘れ去られますから、そう

いったことは絶対避けていただきたい。ですから執行者の方と協議して、早期決着を目指すというこ

とにしていただきたい。12月議会で報告をいただくときには、もう少し踏み込んだような話をしてい

ただけるように内部調整もしていただくように強く要請しておきたいと思います。きょう協議したこ

とについては、12月議会で報告にはならないと思いますので、すごいタイトでございますけれど、来

年の３月議会でしか報告になりませんので、そのあたりも考えていただかないと、こちらはこちらの

立場ございますので、そのようにしていただきたい。この程度でよろしいですか。では、本日の企画

建設常任委員会は閉会いたします。ありがとうございました。 

 

午後１時43分   閉  会    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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庄原市議会委員会条例第30条の規定によりここに署名する。 
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